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副業・兼業人材確保事業費補助金 申請の手引

１ 補助金交付手順

補助金の申請にあたっては、以下に沿って手続きを行ってください。会社等が行う手続きは太字部分です。

※ 当事業は国・県の検査対象です。補助金関係書類は、最低５年間大切に保管してください。

お問合せ先

静岡県経済産業部就業支援局

産業人材課雇用対策班

電話番号 054-221-2825

プロフェッショナル人材戦略拠点と①経営力強化等のための課題、②必要な副業・兼

業人材について共有するため、打合せ（相談）を行ってください。

拠点から登録人材紹介会社等へ上記人材についての情報を提供します。

登録人材紹介会社又は大企業から人材の紹介がありましたら、当該人材との面接及び

受入れに関する必要事項の調整を行ってください。

業務委託等契約期間の初日から２週間以内に県へ交付申請書を提出してください。

＊補助対象となるのは、令和９年２月28日までに支払いが完了する経費に限ります。ただ
し、３月以降を対象とした手数料等を２月までに前払いをした分は対象外となります。
＊予算等の状況により、期限前に締め切る場合があります。

交付申請書を審査し、交付決定します。（通知）

副業・兼業人材の活用、登録人材紹介会社への所定の人材紹介手数料の支払いを行って
下さい。副業・兼業人材には報酬・交通費・宿泊費をお支払いください。

交付申請時の事業費から増額する場合、又は3割を超える減額が生じる場合は、変更の
承認申請が必要です。その他、報告が必要な場合があります。

変更の承認申請書や報告を受け、変更の交付決定（通知）又は指示をします。

事業完了日（業務委託等契約期間満了日（終了日）又は支払い完了日のいずれか遅い日）

から起算して30日を経過した日までに県へ実績報告書を提出してください。（最終提

出期限：令和９年２月28日）

実績報告書に基づき、事業が適正に完了しているか検査します。

完了検査に基づき、補助金額を確定します。（通知）

交付確定通知書を受領後10日以内に県へ請求書を提出してください。

（最終提出期限：令和９年３月15日）

事前に登録した口座へ補助金を振り込みます。

拠点は、企業等に対し当該人材についてのフォローアップ等を行います。

R８

プロフェッショナル人材戦
略拠点と打合せ(相談)

人材情報の提供

受入れに向けた調整

契約締結      

交付申請書の提出

交付決定

事業実施

変更の承認申請/報告

変更の交付決定/指示

実績報告書の提出

完了検査

交付確定

請求書の提出

振込

フォローアップ



２ 交付申請時に提出する書類

交付申請時に提出する書類は、以下のとおりです。

ア 交付申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

ウ 収支予算書（様式第３号）

エ 副業・兼業人材の職務経歴書等、中小企業等が必要とする知識を有することが確認できるものの写し

副業・兼業人材の選考に当たり、登録人材紹介会社等から得た情報（ウェブ画面上であれば

スクリーンショットも可）で構いません。

オ 誓約書（別紙様式１－１）

カ 県内に主たる事業所を有することが確認できるものの写し

例：定款の写し、個人事業の開業届出書の写し、会社概要及び沿革が確認できる中小企業等

の公式ホームページの該当箇所の写し

キ その他知事が必要と認める書類

※ 補助金振込み先口座が県に登録されていない場合又は登録済みの口座を変更する場合は、ア～キに加え

て、次のクの書類を提出してください｡

ク 口座登録申出書（「口座振替による支払及びファックスによる口座振替通知登録申出書」）

◎ 業務委託等契約期間の初日から起算して２週間以内に提出ください。

補助対象となるのは、令和９年２月28日までに支払いが完了する経費（３月以降を対象とした手数料等を

２月までに前払いをした分を除く。）に限ります。

3 変更の承認申請又は報告が必要な場合

次の場合には、速やかに県へ御連絡ください。県から対応を御案内します。

※１ 事業量とは、補助対象経費（補助率の8/10を乗じる前の額。）をいいます。

※２ 事業量の３割以内の減額であれば、変更の承認申請は不要です。

区分 例

変更の

承認申請

補助事業の内容の変更

・交通費等が増えたため、事業量※１を増額したいとき。

・交通費等が減り、事業量の３割を超える減額が生じる見込みと

なったとき。※２

補助事業を中止又は廃止
・自然災害等の事情により補助事業の全部を一旦とりやめたい、

又は廃止したいとき。

報告

補助事業が予定の期間内に完

了しない場合

・支払い時期が遅れる等申請した事業完了予定年月日までに、事

業が完了しないとき。

補助事業の遂行が困難となっ

た場合

・副業・兼業人材又は登録人材紹介会社とのトラブルがあり、取

り急ぎ県へ一報を入れておきたいとき。

旅費を申請する場合は「5 旅費の補助対象経費

の考え方」を確認してください。



4 実績報告時に提出する書類

実績報告時に提出する書類は、以下のとおりです。

ア 実績報告書（様式第５号）

イ 事業実績書（様式第６号）

ウ 収支決算書（様式第３号）

エ 副業・兼業人材の活用に関する業務委託契約書等の写し

業務委託等契約期間や業務の内容、副業兼業人材への報酬額が確認できるものを準備してください。

オ 人材紹介会社に支払った紹介手数料の金額・支払いを証する書類

次の全ての書類を準備してください

（ア）人材紹介手数料の請求書の写し

（イ）支払日、相手方及び金額が確認できる書類の写し（ネットバンキング上の振込記録、振込明細書、

経理簿等）

カ 副業・兼業人材が業務に従事するための旅費に係る金額・支払いを証する書類の写し

次の全ての書類を準備してください

（ア）副業・兼業人材からの旅費の請求書

（イ）副業・兼業人材へのネットバンキング上の振込記録、振込明細書、経理簿、副業・兼業人材が旅費

を受け取った旨の領収書、中小企業等が直接手配した宿泊先の領収書など、支払日、相手方及び金

額が確認できる書類の写し

・中小企業等が直接手配する場合は、利用者が副業・兼業人材であることがわかること。

（ウ）旅費について、金額の積上げが確認できる書類の写し

補助金は、静岡県職員の旅費に関する条例に基づき算出した額と実費のいずれか低い額を採用しま

す。実費の内訳には、補助対象外となる食費や、条例に規定のない日当などが含まれている可能性が

あるため、内訳を確認するものです。

キ 副業・兼業人材に支払った報酬の金額・支払いを証する書類の写し

次の全ての書類を準備してください。

・副業・兼業人材からの報酬の請求書

・支払日、相手方及び金額が確認できる書類の写し（ネットバンキング上の振込記録、振込明細書、経

理簿等）

ク その他知事が必要と認める書類

区分 提出書類

共通

a 社内の旅費規程等に基づき日当等を追加支給した場合は金額のわかる資料

例：支給に当たり社内で作成した旅費計算書の写し

日当等の金額がわかる旅費規程の写し

交通費

b 鉄道及びバスについては、交通費を計算できる資料

例：経路検索ソフトによる運賃・経路の検索結果ページの写し

社内で支給に当たり作成した旅費計算書の写し

c タクシーの場合は、領収書の写し（必須）

宿泊費

d 宿泊先の食事代の有無がわかる書類の写し。食事代の有無が判断できない場合は、

当該宿泊先が食事を無料で提供することが明らかである場合を除き、夕食代1,700

円及び朝食代900円を実費から差し引きます。

例：宿泊先の領収書の写し

宿泊先のホームページ等、食事が無料であることのわかる箇所の写し

e 宿泊が必要となった理由（従事した日、従事開始時間・終了時間）のわかる資料

例：業務日報の写し



5 旅費の補助対象経費の考え方

補助金は、静岡県職員の旅費に関する条例に基づき算出した額と実費のいずれか低い額を採用します。静岡県

職員の旅費に関する条例に基づき、補助金に適用する考え方は次のとおりです。

◎基本的な考え方

旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法（※）により旅行した場合の旅費により計算した額が支給されま

す。

※経済的な通常の経路及び方法と認められる経路の中から、用務の内容、旅行の距離、所要時間、費用その他

の事情を総合的に判断して、旅行者が選択した経路及び方法

ただし、特定の旅行方法については、次のとおり支給基準があります。

◎鉄道

急行料金、特別車両料金及び座席指定料金については、旅行の距離等に応じて支給基準が定められています。

旅行が支給基準に合致し、かつ実際に急行料金等を負担した場合に急行料金等を支給します。

なお、寝台料金、乗車整理券（ホームライナー）は支給対象外です。

◎バス、船、ケーブルカー等

バスなどの運賃は、現に要した実費を支給します。

◎タクシー

社用車（借上げ車両を含む）を利用できない場合で、次のいずれかの事情によりタクシーを利用して旅行する

ことを旅行命令権者が認めた場合に、タクシー料金の実費額を車賃として支給します。

ア 災害の発生等緊急を要する場合

イ 公共交通機関がないか又はそれを利用することが著しく不便な場合

ウ 多量の荷物を運搬する場合や複数の目的地を巡回する場合など、公共交通機関を利用することが業務能率

の低下を招くと認められる場合

◎宿泊費

前泊は、前泊しなければ就業時間に間に合わない場合に限り補助対象とし、後泊は、就業後移動手段がない場

合に限り補助対象とします。

ア、イのうち、いずれか低い額を支給します。

区分 支給基準

普通急行・準急行 １枚の急行券の有効区間が片道50km以上

特別急行

（踊り子号など）
１枚の急行券の有効区間が片道70km以上

新幹線

（のぞみ等を除く、自由席利用）
１枚の急行券の有効区間が片道70km以上

座席指定

（指定席利用）
１枚の座席指定券の有効区間が片道100km以上

区分 支給基準

ア １泊当たりの上限額11,800円／泊

イ

宿泊費の実費（食費は含まない。）

食事代の有無が判断できない場合は、当該宿泊先が食事を無料で提供することが明らか

である場合を除き、夕食代1,700円及び朝食代900円を実費から差し引きます。



５ 様式の記載方法

様式第１号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

副業・兼業人材確保事業費補助金交付申請書

令和 年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

所 在 地

名 称

代 表 者 職 氏 名

（個人の場合は、住所及び氏名を記載すること。）

令和 年度において副業・兼業人材確保事業を実施したいので、補助金を交付されるよう関係書類を添えて申請します

。

１ 交付申請

金額 円

（補助金所要額） （補助金に係る消費税仕入控除税額等） （補助金額）

円 － 円 ＝ 円

２ 事業の目的

口座振替先 金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

（注） 法人その他の団体にあっては、以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

・口座登録申出書とそろえる

・役職名の記載を忘れずに

・押印は不要

・同額を記入

・50万円を上限とする。

対象経費を税抜きで積算

していれば0円

（例）社内のＤＸ化に向けて当該分野の経験を有した人材が必要であるため、副業・兼業人材確保
事業を実施する。

補助金振込み先の口座

（県登録口座）を記載

責任者：法人内で代表者から補助事業を執行する権限の委任を受けている者

作成者：申請書等の内容確認又は事務連絡を行う対象となる者



様式第２号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

事業計画書（変更事業計画書）

１ 申請者の概要

２ 事業内容

(1) 副業・兼業人材の募集計画

名称

（個人の場合は氏名）
株式会社○○

代表者職氏名

（会社の場合に限る。）
代表取締役社長○○

本店の所在地

（個人の場合は住所）

(〒000－0000)

静岡市清水区・・・・・

主たる業種 電子部品製造業

常時使用する従業員数 100人（うち正社員 80人）

事業を実施する事業

所の所在地等

（〒000－0000）

静岡市清水区・・・・・

事業所の名称：○○事業所

副業・兼業人材の概要 氏 名（ふりがな） 駿河 一（するが はじめ）

生年月日（年齢） 昭和52年１月１日（46歳）

その他特記事項

(副業・兼業人材の

居住地・勤務先等)

東京都内勤務（東京都港区六本木）
千葉県居住 （千葉県佐倉市○○）

業務委託等契約期間 令和８年５月１日 ～ 令和８年７月31日

人材ニーズ情報登録日 令和８年４月３日

利用した人材紹介会社又は

パートナーシップ協定締結企業
株式会社○○

※静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点へ人材ニーズ情報を伝えた日を記入。

・フリーランスの場合は、勤務先の記入は不要。

・交通費を申請する場合は、字まで記入すること。

（記載例）

・契約期間の上限は６か月間

・業務委託等契約期間が令和９年２月２８日を超える場合は、二段書きで記載すること。

（例）令和８年１２月１日～令和９年４月３０日

（補助対象期間：令和８年１２月１日～令和９年２月２８日）



(2) 副業・兼業人材の活用計画

３ 対象経費の支出予定額 （単位：円）

４ 事業完了予定年月日

令和８年８月31日

（注）１ 変更事業計画書の場合は、変更前の計画を上段に括弧書きし、変更後の計画を下段に記載すること。

２ 対象経費の支出予定額は、消費税仕入控除税額がある場合には、差し引いた金額を記載すること。

副業・兼業人材の活

用に関する計画
2000年代初頭にビジネスソリューションソフトを導入し社員間のスケジュール共
有などを行ってきたが、受動的に使うレベルにとどまっていた。最近、全社員にスマ
ホを配付したことから、ＤＸ推進の好機ととらえ、ビジネスコミュニケーションツー
ルの導入を進めることとした。
しかしながらデジタルに詳しい社員がおらず、どのようなソフトを導入すべきかア
ドバイスが得られる専門人材がどうしても必要であった。
副業・兼業人材は、本業の○○社にて多数の企業のＤＸ化を支援してきた実績があ
り、弊社においてシステムの選定から導入、そして社内教育を行っていただく予定で
ある。

区 分 支出予定額（積算方法）

人材紹介手数料 ９０，０００円（月額３万×３か月）

旅費

※付表１に基づき算定

６８，０７１円

副業・兼業人材への報酬

(特別型のみ記載）
１５０，０００円（月額５万×３か月）

合計 ３０８，０７１円（補助金の交付申請額 ２４６，４５６円 ）

（記載例）

※副業・兼業人材受入れを実施するに至った経緯を含めて記載すること。

×8/10（500,000円を上限）

補助金の交付申請額は１円未満は切り捨てること。

※業務委託等契約期間満了日（終了日）又は補助対象経費の支払完了予定日のいずれか遅い日を記入。ただし、当

該日が令和８年２月28日以降となる場合は、令和８年２月28日と記載。

※業務委託等契約が満了しても、報酬等補助対象経費の支払を終えないと事業完了にならないことに留意すること。

※消費税仕入控除税額がある場合に

は、消費税相当分を控除した額を記入

すること。

※人材紹介手数料の積算方法を記入

すること。

例：月額３万×３か月

ワンショット５万円

報酬５万×12か月×35％＝21万



付表１ 交付申請額の算定根拠及び補助金交付申請額算定表 （日本産業規格Ａ４横型）

（注）１ 「積算」には、経費ごとに積算内容を記入すること。(名称、積算明細（＠単価（消費税等込み）×数量＝金額（消費税等込み））

２ 「補助事業に要する経費」は、当該事業を遂行するのに必要な経費を記入すること。金額については、見積書、価格表等による正確な金額を記載すること。

３ 消費税仕入控除税額がある場合には、「補助対象外経費」欄に記入すること。「補助対象経費」は、「補助事業に要する経費」から「補助対象外経費」を控除した金額

を記入すること。

内 容 積 算 補助事業に要する経費 補助対象外経費 補助対象経費

申請者が負担する県

外の副業・兼業人材

の県内への交通費

【鉄道賃】

＠１４，０８０円×３往復＝４２，４２０円

佐倉―東京（新幹線）―静岡―清水
４２，４２０円 ３，８５７円 ３８，５６３円

【バス運賃】

＠８２０円× ３往復＝ ２，４６０円

清水駅―三保本町
２，４６０円 ２２４円 ２，２３６円

【タクシー運賃】

＠ 円× 往復＝ 円

【その他移動に要する経費】

＠ 円× 往復＝ 円

申請者が負担する県

外の副業・兼業人材

の宿泊費

【宿泊費】

＠１０，０００円×３泊＝３０，０００円

宿泊地：ホテル○○清水

１泊当たりの上限額：11,800 円／泊

（食費は含まない。）

３０，０００円 ２，７２８円 ２７，２７２円

合 計 ① ７４，８８０円 ６，８０９円 ② ６８，０７１円

※積算欄は、県が把握できるよ

う、経路を簡潔に記入すること。
※公共交通機関の運賃のように内税表示の場合

は、表示額に100／110を掛けて1円未満を切り

捨てた金額とすること。



様式第３号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

収支予算書（変更収支予算書､収支決算書）

１ 収入の部

２ 支出の部

（注） 変更収支予算書の場合は、変更前の金額を上段に括弧書きし、変更後の金額を下段に記載すること。

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）

比 較

備 考

増 △減

補助金

自己資金

円

246,456

61,615

円 円 円

計 308,071

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）

比 較

備 考

増 △減

人材紹介手数料

旅費

報酬

円

90,000

68,071

150,000

円 円 円

計 308,071

(交付申請書 記載例)

交付申請の段階では予算額のみ記入

様式第２号の３ 対象経費の支出予定額と同額

様式第２号の３ 補助金交付申請額と同額

同額



様式第３号（用紙 日本産業規格Ａ４縦型）

収支予算書（変更収支予算書､収支決算書）

１ 収入の部

２ 支出の部

（注） 変更収支予算書の場合は、変更前の金額を上段に括弧書きし、変更後の金額を下段に記載すること。

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）

比 較

備 考

増 △減

補助金

自己資金

円

242,456

60,615

円

246,456

61,615

円 円

△4,000

△1,000

計 303,071 308,071 △5,000

区 分

予 算 額

（変更予算額）

（決 算 額）

（予算額）

比 較

備 考

増 △減

人材紹介手数料

旅費

報酬

円

90,000

63,071

150,000

円

90,000

68,071

150,000

円 円

△5,000

計 303,071 308,071 △5,000

(実績報告書 記載例)

様式第６号の２ 補助金交付申請額と同額

交付申請時の予算額を転記すること

同額



副業・兼業人材確保事業費補助金 Ｑ＆Ａ (Ｒ８)

＜補助金の制度について＞

１ Ｑ 補助対象を教えてください。

Ａ 静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点と拠点に登録のある人材紹介会社の連携による仲介又はプロフ

ェッショナル人材戦略全国事務局とパートナーシップ協定を締結している大企業との連携によって、県内外

の副業・兼業人材を県内事業所に受け入れる取組を行う会社、個人事業主又は組合等を対象とします。

なお、県内に主たる事業所を有し、常時使用する従業員が1,000人未満であることを要件とします。

「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」をいいます。

また、以下に該当する場合は対象外とします。

① 各種助成金等の不正受給の履歴がある場合

② 静岡県税等法令等で義務付けられている諸税の滞納がある場合

③ 労働関係法令違反の履歴（過去３年間）がある場合

④ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している場合

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待

業務受託営業を営む者である場合

２ Ｑ 親族は対象となりますか。

Ａ 申請者の役員等（取締役、監査役等）の３親等以内の親族は対象となりません。

３ Ｑ 副業・兼業人材を受け入れる予定の企業が、学校法人である場合は「中小企業等」に該当しますか。

Ａ 学校法人は、「中小企業等」に該当しません。「中小企業等」は、①会社、②個人、③交付要綱別表に掲げ

る組合又はその連合会のいずれかに限られます。①の「会社」は、中小企業基本法上の「会社」と同じで、

会社法上の会社（株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社）と士業法人（弁護士法人、

監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人及び土地家屋調

査士法人）を指します。

４ Ｑ 副業・兼業人材を受け入れる予定の当社についてですが、工場は静岡県にのみありますが、本社は東京都

にあります。「県内に主たる事業所を有する」という要件に該当しますか。

Ａ 補助対象となる中小企業等の要件のうち「県内に主たる事業所を有する」とは、次のいずれかに該当する

場合をいいます。

・ 県内に本店を有する場合

・ 常時使用する従業員の半数以上が県内に就業する場合

・ 法人税及び消費税の納税地が県内の場合

５ Ｑ 補助対象期間は令和９年２月28日を超えてもいいですか。

Ａ 補助対象期間は令和９年２月28日までです。令和９年２月28日までに業務委託契約を終了し、人材紹介

手数料・報酬・旅費の全ての支払いを終えてください。

６ Ｑ 副業・兼業人材について、令和８年12月から令和９年５月までの６か月の契約をします。全ての期間、

補助金は交付されますか。

Ａ 契約期間末日が令和９年２月末よりも後となる場合は、令和９年２月末までに支払いを終え、実績報告書

の提出が可能な経費までが対象となります。この場合、申請時の「事業完了予定年月日」は令和９年２月28

日とし、２月中に実績報告書を提出してください（実績報告時の「事業完了年月日」は実績報告書提出日と

します）。また、３月以降を対象とした報酬や毎月定額で発生する手数料等を２月中にまとめて前払いをし

てもその分は補助対象となりません。

７ Ｑ 副業・兼業人材について、令和８年６月から12月までの７か月の契約をします。要綱上、契約期間は６

か月以内とありますが、７か月の契約のうち、最初の６か月間を補助対象とすることはできますか。

Ａ できません。契約期間が６か月以内のものに限ります。



８ Ｑ 旅費について、県内の事業所への旅費でなく、業務委託の一環で、副業・兼業人材に出張してもらう場合

の出張旅費は補助対象となりますか。

Ａ 副業・兼業人材の国内出張旅費は補助対象になります。

９ Ｑ 公共交通機関の運賃等消費税が内税表示の場合はどのように記載すればいいでしょうか。

Ａ 表示額に100／110を掛けて1円未満を切り捨てた金額を補助対象経費として記載してください。

10 Ｑ 申請回数に制限はありますか。

Ａ プロフェッショナル人材戦略拠点を通じて初めて副業・兼業人材を受け入れる中小企業等が対象であり、

１社につき、１回限り、１人までです。

11 Ｑ 手引き「３変更の承認申請又は報告が必要な場合」について、交付決定後に、人材紹介手数料又は旅費の

執行額が増えたときは、事業量の３割以内の増額であっても、変更の承認申請は必要ですか。

Ａ 変更の承認申請が必要となります。

＜手続き等＞

12 Ｑ 静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点を通さず、直接、人材紹介会社へ求人ニーズを出していたところ、

人材の紹介がありました。その後、拠点のことを知り、支援を受け始めました。今回受け入れる方は要綱上

の副業・兼業人材に該当する方なのですが、補助金の対象となりますか。

Ａ 対象となりません。静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点に対してあらかじめ人材ニーズについてご相

談いただき、拠点から登録人材紹介会社に対して求人ニーズ情報を提供した案件が対象となります。

13 Ｑ 交付申請書に作成者と責任者を分けて記載するのは、なぜですか。

Ａ 作成者については、申請書等の内容確認又は事務連絡を行う方を把握するためです。

責任者については、当該法人内で代表者から補助事業を執行する権限の委任を受けている方を把握し、当

該法人で確かに意思決定が行われていること及び申請等の内容が組織内で精査されていることを確認する

ためです。

14 Ｑ 手引き１ページに「当事業は国・県の検査対象です。補助金関係書類は、最低５年間大切に保管してくだ

さい。」とありますが、整備すべき書類は何ですか。

Ａ 業務委託契約書及び補助金交付申請関係書類の本書又は写し（コピー）を保存してください。保存年限は

法令により事業完了から５年間とされていますので、適切な管理をお願いします。

なお、補助金の交付後にも事業の聴取、実地調査等を行うことがあります。

15 Ｑ 経費の支払いは現金払いでもよいですか。

Ａ 補助金の完了検査において支出証拠書等が必要となりますので、銀行振込を原則としています。


